
政治資金監査に関するＱ＆Ａ

1 　領収書等亡失等一覧表に記載していた支出に係
る領収書が再発行された等、収支報告書を提出し
た後の事情変更によって当該収支報告書自体には
変更はないものの支出の内容を証する書面に変更
が生じる場合、政治資金監査報告書の内容を変更
するにはどうしたらよいか。

　お尋ねの場合は、政治資金監査時点の政治資金監査の対象となった事実
に変更はないので、政治資金監査報告書を訂正することはできませんが、
政治資金監査を受けた収支報告書の訂正の場合に準じて、登録政治資金監
査人の確認を受け、確認を受けたことを証する書面を提出することは差し
支えありません。なお、当該確認は、事情変更後の支出全体の状況につい
て、登録政治資金監査人が通常の政治資金監査に準じた方法により行い、
その結果については、その確認した日付で、政治資金監査マニュアルの記
載例に準じて、表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」と
した書面を作成し、国会議員関係政治団体に報告することが適当です。
　また、この「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」は、既に提
出された政治資金監査報告書とともに収支報告書と併せて閲覧又は写しの
交付の対象となります。
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